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● 電気炉・電熱装置製造業

改 定 理 由

292 産業用電気機械器具製造業 292 産業用電気機械器具製造業

2923 電気炉・電熱装置製造業
主として電気を熱源とする電気炉又は電熱装置を製造す

る事業所をいう。
×燃焼炉製造業［2534］

（新設） 2050年カーボンニュートラルに向けて、燃焼炉か
ら電気炉への転換を見据えた業界動向を正確に把握
するため、「2929その他の産業用電気機械器具製造
業（車両用，船舶用を含む）」から「電気窯炉類」
を抜き出して新設する。

● レッカー・ロードサービス業

改 定 理 由

489 その他の運輸に附帯するサービス業 489 その他の運輸に附帯するサービス業

4892 レッカー・ロードサービス業
レッカー車により事故車等を移動させるサービス及びそ

れに附帯する緊急的なロードサービスを提供する事業所を
いう。

なお、前者又は後者のサービスのみを提供する事業所も
本分類に含まれる。
×自動車修理業［8911］；自動車タイヤ修理業［8919］；
陸送業［9299］

（新設） レッカー事業者は、道路上の事故車・故障車等を
除去し、高速道路や一般道路の交通の円滑化を図る
上で欠かすことのできない公共的・社会的役割を
担っており、重要な産業である。

また、事業者数、従業者数ともに、上位分類であ
る「小分類489 その他の運輸に附帯するサービス
業」の10％を超えており、量的基準を満たしている
ことから、「9299 他に分類されないその他の事業
サービス業」の内容例示から移動し、中分類「48運
輸に附帯するサービス業」の細分類として新設す
る。

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類２９－電気機械器具製造業 中分類２９－電気機械器具製造業

中分類４８－運輸に附帯するサービス業 中分類４８－運輸に附帯するサービス業

参考４

○ 内容例示の見直し指針
指針①：分類項目名または説明文と内容例示が同一のもの
指針②：製造業の説明文中における「主な製品」等の一部削除
指針③：法令に合わせた記述等、表記上の修正
指針④：産業規模が大幅に縮小したもの
指針⑤：改定内容の他分類への反映
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● 中分類56の再編・ワンプライスショップの新設等－１

改 定 理 由

561 百貨店 561 百貨店，総合スーパー

5611 百貨店
百貨店、デパートメントストア等と称され、衣食住にわた

る各種商品を扱う設備と応接要員を備え、他主体による各種
専門店を配置しつつ、階別に異なる主要商品の展示を基本
に、主として衣料、宝飾品、インテリア用品などの高単価商
品を小売する業態の事業所（従業者が常時50人以上）をい
う。

5611

562 総合スーパー

5621 総合スーパー
総合スーパー等と称され、衣食住にわたる各種商品を扱う

設備を備え、他主体による専門店を配置する場合も含め、主
として衣料、食料品、生活雑貨などの最寄り品をセルフサー
ビス方式により総合的に小売する業態の事業所（従業者が常
時50人以上）をいう。

563 コンビニエンスストア
5631 コンビニエンスストア

コンビニエンスストア等と称され、各種最寄り品を扱う設
備を備え、各種代金の支払等のサービスを提供し、主として
飲食料品を小売する業態の事業所をいう。

（小分類589から移動） コンビニエンスストアの主力商品は飲食料品である
が、最寄り品を中心に多種多様の商品を扱っている。
また、各種代金の支払等のサービスを共通して提供し
ている。店舗によっては公的証明書の発行といった公
的サービスや金融決済等を行うことができる場合があ
る。さらに、売上高や店舗数が多く、社会に定着した
安定性のある特徴的な販売形態である。これらから、
説明文を修正するとともに、中分類「58飲食料品小売
業」の小分類「589その他の飲食料品小売業」から本
中分類に移動させる。

百貨店，総合スーパー
衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，その

事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別でき
ない事業所であって，従業者が常時50人以上のものをいう。

ただし，従業者が常時50人以上であっても衣，食，住にわ
たらない事業所は主たる販売商品によって分類する。
○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時50人以上の
もの）；総合スーパー（従業者が常時50人以上のもの）

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類５６－各種商品小売業 中分類５６－各種商品小売業

百貨店と総合スーパーのマージンの設定の仕方は異
なると考えられるほか、それぞれが一定以上の相当な
売上高があり、立項に必要な量的基準を充足してい
る。さらに、両者は社会に定着している特徴的な販売
形態である。これらから、細分類「5611百貨店」と細
分類「5621総合スーパー」に分割する。

また、それぞれの説明文には、サービスの提供方
法、主力商品、従業者数等を対比的に記載している。

百貨店・デパートメントストア（従業員が常時50人以
上のもの）→指針①により削除
総合スーパー（従業員が常時50人以上のもの）→指針
①により削除
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● 中分類56の再編・ワンプライスショップの新設等－２

改 定 理 由

564 ドラッグストア
5641 ドラッグストア

ドラッグストア等と称され、各種商品を扱う設備を備え、
主として医薬品や化粧品を取り扱い、家庭用品や加工食品な
どの各種最寄り品も小売する業態の事業所をいう。
×薬局［6032］

（小分類603から移動） ドラッグストアの主力商品は医薬品や化粧品であ
り、家庭用品や加工食品等の最寄り品を含めて多種多
様な商品を扱っている。また、売上高や店舗数が多
く、社会に定着した安定性のある特徴的な販売形態で
ある。これらから、説明文を修正するとともに、中分
類「60その他の小売業」の小分類「603医薬品・化粧
品小売業」から本中分類に移動させる。

薬局［6033］→指針⑤により修正

565 ホームセンター
5651 ホームセンター

ホームセンター等と称され、各種商品を扱う販売する設備
を備え、 主として各種工具、建築材料、園芸用品、収納用
品、電機器具などの住関連商品を取り扱い、家庭用品や飲食
料品も小売する業態の事業所をいう。
×ワンプライスショップ[5661]；ディスカウントショップ
（販売する商品によって分類される）[5651を除く56～60]；
ドラッグストア[5641]；コンビニエンスストア[5631]

（小分類609から移動） ホームセンターの主力商品は各種工具、建築材料、
園芸用品等の住関連商品であり、家庭用品や飲食料品
を含めて多種多様な商品を扱っている。また、売上高
や店舗数が多く、社会に定着した安定性のある特徴的
な販売形態である。これらから、説明文を修正すると
ともに、中分類「60その他の小売業」の小分類「609
他に分類されない小売業」から本中分類に移動させ
る。

566 ワンプライスショップ
5661 ワンプライスショップ

ワンプライスショップ等と称され、各種商品を扱う設備を
備え、主として食器や文具等の家庭用品を取り扱い、加工食
品等も含めた各種最寄り品を均一価格を基本に小売する業態
の事業所をいう。

（新設） ワンプライスショップは、現行の分類項目又は内容
例示として明示されていないことから、中分類56～60
内の各細分類に分類されていると考えられる。このた
め、ワンプライスショップの正確な実態把握が困難と
なっており、一部の細分類に占めるワンプライス
ショップの割合が大きくなってきていることも想定さ
れる。また、ワンプライスショップは、売上高や店舗
数が多く、社会に定着した安定性のある特徴的な販売
形態である。これらから、本中分類に立項して位置付
ける。

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

中分類５６－各種商品小売業 中分類５６－各種商品小売業
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● 中分類56の再編・ワンプライスショップの新設等－３

改 定 理 由

569 その他の各種商品小売業 569 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）

5699 その他の各種商品小売業
主として他に分類されない衣食住にわたる各種商品を小売

する事業所（従業者が常時50人未満）をいう。

5699 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）
衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，その

事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別でき
ない事業所であって，従業者が常時50人未満のものをいう。

ただし，従業者が常時50人未満であっても衣，食，住にわ
たらない事業所は主たる販売商品によって分類する。
○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時50人未満の
もの）；ミニスーパー（衣，食，住にわたって小売するも
の）；よろず屋（衣，食，住にわたって小売するもの）

本中分類のその他の分類項目であり、また、細分類
5611と細分類5621に従業者数の要件を継続して記載
することにより、本中分類の対象となる産業にほぼ紛
れはないと考えられるため、現行の説明文のうち自明
と思われる記載部分を削除する。

○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時50人
未満のもの）→指針①により削除
○ミニスーパー（衣，食，住にわたって小売するも
の）→当該細分類に該当する本例示による小売店が極
めて少ないために削除
○よろず屋（衣，食，住にわたって小売するもの）→
当該細分類に該当する本例示による小売店が極めて少
ないために削除

中分類５６－各種商品小売業 中分類５６－各種商品小売業

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）

44



● 食料品スーパー

改 定 理 由

581 各種食料品小売業 581 各種食料品小売業

5811 食料品スーパー
食料品スーパー等と称され、各種食料品を扱う設備を備

え、主として生鮮食料品（青果、鮮魚、精肉）を対象に、
その加工設備を有する場合も含め、セルフサービス方式に
より小売する業態の事業所をいう。

5811

5819 その他の各種食料品小売業
主として他に分類できない各種食料品を小売する事業所

をいう。
○各種食料品店；食料雑貨店

● 施設給食業

改 定 理 由

773 施設給食業

7731 施設給食業
学校や病院等の施設において、特定された多人数に対し

て、調理した飲食料品を継続的に提供する対事業所向けの
事業所をいう。
○給食センター；病院給食業；機内食提供サービス業

（新設） その事業所内で調理した飲食料品のデリバリーを
行う事業所について、その実態を把握するため、配
達飲食サービス業から性質の違う施設給食業を分離
して別途新設する。

各種食料品小売業
主として各種食料品を一括して一事業所で小売する事業

所をいう。
○各種食料品店；食料雑貨店

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類５８－飲食料品小売業 中分類５８－飲食料品小売業

食料品スーパーは、消費者の利用頻度が高く、日
常生活において豊かな食生活を提供するだけでな
く、新型コロナウイルス感染症の蔓延をはじめとし
た非常時にも国民へ必要不可欠な食品の安定供給を
担う重要な産業であるため、その実態を把握するこ
とは政策上また統計上において重要である。

また、食料品スーパーは、青果、鮮魚及び精肉と
いった生鮮食料品（その加工設備を有する場合があ
る）を扱い、セルフサービス方式により小売りして
いる特徴があるため、それを説明文に記載する。

これらの趣旨を踏まえ、小分類581と細分類5811
が同じ「各種食料品小売業」となっている現行の細
分類を細分類「5811食料品スーパー」と細分類
「5819その他の各種食料品小売業」に分割する。

なお、現行の「一括して一事業所で」の記載部分
は基本的に自明であるため、削除する。

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類７７－持ち帰り・配達飲食サービス業 中分類７７－持ち帰り・配達飲食サービス業
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● ペストコントロール業

改 定 理 由

929 他に分類されない事業サービス業 929 他に分類されない事業サービス業

9295 ペストコントロール業
主として人間にとって有害な生物等（害獣・害虫、細

菌、ウイルス）の防除・駆除・消毒を行う事業所をいう。
○害獣駆除業；害虫駆除業；住宅消毒業；物品消毒業；船
内くんじょう業
×建築物清掃業［9229］；ビル清掃業［9229］；農作物害
虫駆除業［013］

（新設） ペストコントロールとは、人間にとって有害な生
物の活動を人の生活に害さないレベルまで制御する
技術を言い、具体的な業務として、害獣や害虫の防
除・駆除のみならず、細菌やウイルスの消毒、衛生
管理も含まれる。

ペストコントロール業の活動には、建築物の内部
に限定されず、屋外の大規模イベント会場や公園で
の薬剤散布、港湾施設等における外来生物駆除等が
含まれる。また、その市場規模は事業者向けが約
65％、一般住宅向けが約35％であることを考慮し
て、細分類「9229 その他の建物サービス業」では
なく、小分類「929 他に分類されない事業サービス
業」の中に「9295ペストコントロール業」として新
設する。

9229の内容例示であった「住宅消毒業」及び「害
虫駆除業」については、ペストコントロール業の新
設に伴い、9295に移動する。

ペストコントロール業の新設に伴い、「8493 消毒
業」を9295に移動する。

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類９２－その他の事業サービス業 中分類９２－その他の事業サービス業
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● 醸造酒類製造業等

改 定 理 由

1024 醸造酒類製造業（果実酒、清酒を除く。）
主として穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させ

た酒類を製造する事業所をいう。
○どぶろく製造業；⻩酒（⽼酒、紹興酒）製造業
×果実酒製造業［1021］；清酒製造業［1023］

（新設） 酒税法の改正等により、「1024 蒸留酒・混成酒製
造業」から一部を分割し、新設する。

1025 蒸留酒類製造業
  主として蒸留機により焼酎、スピリッツ、ウイスキーなど
の酒類を製造する事業所をいう。
○焼酎製造業；スピリッツ製造業；ウイスキー製造業；ブ
ランデー製造業
×果実酒製造業［1021］；甘味果実酒製造業［1026］；発
泡酒製造業［1022］

1024 蒸留酒・混成酒製造業
  主として蒸留機により飲料用アルコール又は焼ちゅうなど
を製造し，又はこれらを原料とし他の原料と併用して混成
酒（又は再製酒）を製造する事業所をいう。
  主な製品は焼ちゅう，ウイスキー，ブランデーなど及び合
成清酒，味りん，白酒，リキュール，薬味酒などである。
○ウイスキー製造業；焼ちゅう製造業；洋酒製造業（主と
して混成酒を製造するもの）；ブランデー製造業；合成清
酒製造業；味りん製造業（本みりんを含む）；薬用酒製造
業；飲料用アルコール製造業；梅酒製造業
×果実酒製造業［1021］；甘味果実酒製造業［1021］；発
泡酒製造業［1022］

酒税法の改正等により、「1024 蒸留酒・混成酒製
造業」から一部を分割し、新設する。

「飲料用アルコール」は酒類全体の総称であり、
説明文の「焼ちゅう」を含むことから、「飲料用ア
ルコール」を削除し、製造数量上位３つの蒸留酒の
名称を記載する。また、内容例示の「飲料用アル
コール製造業」を削除し、製造数量が増加している
「スピリッツ製造業」を追加する。さらに、酒税法
の表記が「焼ちゅう」から「焼酎」に改正されたこ
とに合わせて、説明文及び内容例示の表記を変更す
る。

なお、説明文の第２文において主な製品を例示し
ているが、内容例示と重複するため削除する。

1026 混成酒類製造業
主として醸造酒、その半製品、蒸留酒等を基に、これら

を互いに混合したり、糖類、香味料、色素等を加えて混成
酒（又は再製酒）を製造する事業所をいう。
○洋酒製造業（主として混成酒を製造するもの）；みりん
製造業（本みりんを含む）；薬用酒製造業；梅酒製造業；
甘味果実酒製造業；合成清酒製造業；白酒製造業；リ
キュール製造業；薬味酒製造業
×果実酒製造業［1021］；発泡酒製造業［1022］

（新設） 酒税法の改正等により、「1021 果実酒製造業」及
び「1024 蒸留酒・混成酒製造業」から一部を分割
し、新設する。

酒税法の表記に合わせ「味りん」を「みりん」に
修正する。

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類10―飲料・たばこ・飼料製造業 中分類10―飲料・たばこ・飼料製造業
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● 発電業、送配電業等

改 定 理 由

331 電気業 331 電気業
3311 発電業

事業者自らが維持、運用する電気工作物（発電用又は蓄
電用）を用いて、小売電気事業、一般送配電事業、配電事
業、特定送配電事業のため、または自家用発電や特定供給
を行うための電気の発電、放電を行う事業所をいう。

ただし、一般送配電事業により離島等供給を行う事業所
を除く。
○水力発電所；火力発電所；原子力発電所；ガスタービン
発電所；地熱発電所；太陽光発電所；風力発電所；蓄電施
設

（新設） 電気事業法（昭和39年法律170号）の改正に伴う電
気事業者の類型見直しを踏まえ、新設する。

大型の蓄電池から小売事業等用の電気を放電する
事業が「発電事業」に位置づけられたことを踏まえ
（令和５年４月１日施行）、定義文に反映するとと
もに「蓄電施設」を内容例示に追加する。

3312 送配電業
事業者自らが維持、運用する電気工作物（送電用及び配

電用）により、供給区域において振替供給、接続供給や電
力量調整供給を行う事業所（発電事業に該当する部分を除
く。）をいう。

なお、離島等供給、最終保障供給、特定送配電事業を行
う事業所を含む。
○一般送配電事業；送電事業；配電事業；特定送配電事
業；変電施設

（新設） 電気事業法（昭和39年法律170号）の改正に伴う電
気事業者の類型見直しを踏まえ、新設する。

3313 電気小売業
電気の小売供給を行う事業所をいう。
ただし、一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業

に該当する部分の事業を除く。
○小売電気事業

（新設） 細分類5599 「他に分類されないその他の卸売業」
及び細分類6099 「他に分類されないその他の小売
業」から分離して新設する。

3314 電気卸供給業
電気の供給能力を有する者（発電事業者を除く。）に対

し、発電又は放電を指示する方法等により集約した電気
を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業、特定送配
電事業又は特定卸供給事業のために供給する事業所をい
う。
○特定卸供給事業（アグリゲーター）

（新設） 細分類5599 「他に分類されないその他の卸売業」
及び細分類6099 「他に分類されないその他の小売
業」から分離して新設する。

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類３３－電気業 中分類３３－電気業
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● ガス小売業

改 定 理 由

341 ガス業 341 ガス業
3411 ガス製造業

自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用い
てガスを製造する事業所をいう。

ただし、自ら採取した天然ガスを導管により供給する事
業所は大分類Ｃ－鉱業、採石業、砂利採取業［0532］に分
類される。
○ガス製造事業；天然ガス業（導管により供給するもの）
×天然ガス鉱業［0532］

3411 ガス製造工場
導管によりガスを供給するためガスを製造する事業所を

いう。
ただし，天然ガスの採取を行う事業所は大分類Ｃ－鉱業,

採石業,砂利採取業［0532］に分類される。
○ガス製造工場；天然ガス業（導管により供給するもの）
×天然ガス鉱業［0532］

現行の事業実態に即した内容に修正する。

3412 ガス導管業
自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域又

は特定の供給地点において託送供給を行う事業所をいう。
○一般ガス導管事業；特定ガス導管事業

3412 ガス供給所
導管によりガスを供給するためガスの受け入れ，貯蔵，

送出及び整圧する事業所をいう。
○ガス供給所（ガスタンク）；ガス整圧所

現行の事業実態に即した内容に修正する。

3413 ガス小売業
導管によりガスの小売供給を行う（一般ガス導管事業、

特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除
く。）事業所をいう。
○簡易ガス事業（特定ガス発生設備においてガスを発生さ
せ、導管によりこれを供給するもの）

（新設） 細分類5599 「他に分類されないその他の卸売業」
及び細分類6099 「他に分類されないその他の小売
業」から分離して新設する。

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類３４－ガス業 中分類３４－ガス業
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● 義務教育学校

改 定 理 由

813 中学校、義務教育学校 813 中学校 項目名に「義務教育学校」を追記する。

8132 義務教育学校
義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫

して行う事業所をいう。
×小学校［8121］；中学校［8131］

(新設) 「学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の
改正に伴い、「義務教育学校」が制度化されたた
め、「義務教育学校」を細分類項目として新設す
る。

● 介護医療院

改 定 理 由

854 ⽼人福祉・介護事業 854 ⽼人福祉・介護事業

8543 介護医療院
長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の

管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その
他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事業所をいう。

(新設) 平成29年の介護保険法（平成9年法律第123号）の
改正（平成30年４月1日施行）により、新たに「介護
医療院」が創設された。平成30年３月の整理におい
ては、介護医療院は、当面の間「8549 その他の⽼人
福祉・介護事業」に分類することとされた。

「介護医療院」は、他の細分類である「8541 特別
養護⽼人ホーム」や「8542 介護⽼人保健施設」と同
様に介護保険法（平成9年法律第123号）に位置付け
られている施設区分であること、及び平成30年の法
施行後、介護医療院の施設数は単調増加しており、
一定の施設数が存在する（令和3年12月時点で全国で
662施設）ことから、新規に細分類として位置付ける
こととする。

Ⅵ 改定案（分類項目と説明文等の新旧対照表）

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類８１－学校教育 中分類８１－学校教育

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類８５－社会保険・社会福祉・介護事業 中分類８５－社会保険・社会福祉・介護事業
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